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令和６年 1 月２６日 

（追加資料） 

「〇〇町（村）会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例のイメージ」-における「勤勉手当に関する

条文（案）」について 

 

第１ 地方自治法の一部改正に伴う会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に

ついて 

国家公務員の非常勤職員においては、令和３年度までの間に、対象となる職員

に勤勉手当が支給されていることから、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び

適正な処遇の確保の観点から、パートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉

手当の支給を可能とする地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１

９号）が公布されました（令和５年５月８日付総行行第１９１号・総行給第２３

号総務大臣通知参照）。 

また、令和５年６月９日付総行給第２９号・総行女第１２号総務省自治行政局

公務員部長通知「地方自治法の一部を改正する法律（会計年度任用職員に対する

勤勉手当の支給関係）の運用について（通知）」において、フルタイム及びパー

トタイムの会計年度任用職員について、令和６年度から対象となる職員に勤勉

手当を支給すべきものとされています（フルタイム会計年度任用職員について

はマニュアルを改正）。 

なお、この通知では、勤勉手当の支給に当たっての期間率や成績率の取扱い等

具体的な支給方法については、常勤職員の取扱いとの権衡を踏まえて定める必

要があること、成績率については、人事評価の結果を適切に反映する必要がある

こと等の留意点も記載されています。 

本資料をご使用する前に改めて各通知・改正されたマニュアルの内容につい

てもご確認ください。 
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●条例案文● 

●ご確認ください● 

以下の条例案は、令和元年１０月改訂「〇〇町（村）会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例のイメージ」をもとに、会計年度任用職員に対して、期

末手当と同様に勤勉手当を支給することとした場合の条例案です。 

当室が総務省の通知・マニュアル等の各種参考資料をもとに作成したもので

すが、本資料の使用に当たっては、勤勉手当に係る各自治体の給与条例その他

の関係条例との整合性について十分ご検討ください。 

また、皆様から頂きましたご意見をもとに内容を更新する場合があります。 

 

第２ ○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージ第

２条の改正について 

地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員にも勤勉手当を支給することが

できるため、旧条例のイメージ第２条において「勤勉手当」を加えます。 

●条文案 

新イメージ 旧イメージ 

（会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、法第 22 条

の２第１項第２号に より採用された会

計年度任用職員（以下「フルタイム会計

年度任用職員」という。）にあっては、

給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務

手当、時間外勤務手当、宿日直手当 、

夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手

当及び勤勉手当をいい、同項第１号に

よって採用された会計年度任用職員

（以下「パートタイム会計年度任用職員」

という。）にあっては、報酬、期末手当

及び勤勉手当をいう。 

２ 給与は、他の条例に規定する場合の

ほか現金で支払わなければならない。

ただし、会計年度任用職員から申出が

あったときは、口座振替の方法により

支払うことができる。 

３ 公務について生じた費用の弁償は、

給与には含まれない。 

（会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、法第 22 条

の２第１項第２号に より採用された会

計年度任用職員（以下「フルタイム会計

年度任用職員」という。）にあっては、

給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務

手当、時間外勤務手当、宿日直手当 、

夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末

手当をいい、同項第１号によって採用

された会計年度任用職員（以下「パート

タイム会計年度任用職員」という。）に

あっては、報酬及び期末手当をいう。 

２ 給与は、他の条例に規定する場合の

ほか現金で支払わなければならない。

ただし、会計年度任用職員から申出が

あったときは、口座振替の方法により

支払うことができる。 

３ 公務について生じた費用の弁償は、

給与には含まれない。 
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第３ ○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージに

おけるフルタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の条項の追加について 

旧条例のイメージ第 14条（フルタイム会計年度任用職員の期末手当）の後に

「フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当」に係る条文を追加します（案では、

条の繰り下げを避けるため、枝番号を使用しています）。 

 

●フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当・条文案 

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当) 

第１４条の２ 

 給与条例第１８条 1の規定は、任期の定めが６月以上 2のフルタイム会計年度

任用職員について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定 3については、フルタイム会計年度任用職員

の勤勉手当の支給について準用する。 

 

★【参考】条例のイメージ（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 給与条例第 17 条から第 17条の３までの規定は、任期の定めが６月

以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。 

２ 任期の定めが６月に満たないフルタイム会計年度任用職員の１会計年度内

における会計年度任用職員としての任期（任命権者（法第６条第１項に規定す

る任命権者をいう。）を同じくするものに限る。次項及び第 24 条において同

じ。）の定めの合計が６月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用

職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが６月以上のフル

タイム会計年度任用職員とみなす。 

３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度

任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として

任用された者の任期（６月未満のものに限る。）の定めと前会計年度における

任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの合

                                                      
1 引用する給与条例の規定は各自治体により異なる場合がありますが、参考例として８頁
をご参照ください。 
2 改正されたマニュアルのⅡ各論３(1)イ・フルタイム会計年度任用職員(ⅱ)○期末手当・
勤勉手当の箇所をご参照ください。相当長期とは６か月以上を基本とされています。 
3 期末手当に係る任期の通算規定（第２項及び第 3項）を準用する想定です（参考の「条例
イメージ・フルタイム会計年度任用職員の期末手当」を参照）。 
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計が６月以上に至ったときは、第１項の任期の定めが６月以上のフルタイム

会計年度任用職員とみなす。 

 

第４ ○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメー

ジにおけるパートタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の条項の追加につ

いて 

旧条例のイメージ第 24条（パートタイム会計年度任用職員の期末手当）の後

に「パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当」に係る条文を追加します。なお、

パートタイム会計年度任用職員の場合、給料ではなく報酬であるため、必要な読

み替えを行います。（案では、条の繰り下げを避けるため、枝番号を使用してい

ます。）。 

 

●パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当・条文案（給与条例第１８条第３項の

み読み替え規定を置く場合） 

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当) 

第２４条の２ 

給与条例第１８条 4の規定は、任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町(村)長が規則で定

めるものを除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合におい

て、同条第３項中 5「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基

準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６か

月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬（フルタ

イム会計年度任用職員との均衡を考慮して町（村）長が規則で定める額を除く。）

の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当

の支給について準用する。  

 

●条例のイメージ作成に当たっての解説 

会計年度任用職員の勤勉手当を支給する規定についても、基本的に期末手当

と同様、給与条例を準用する条文を置くことになりますが、フルタイム会計年

度任用職員と異なり、パートタイム会計年度任用職員に支給されるのは「報

酬」になりますので、読み替えが必要となります。 

                                                      
4 給与条例の引用は各自治体の勤勉手当の規定の定め方によります。 
5 18 条２項１号についても読み替えることも考えられます。 
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具体的な読み替え規定の条文を置くかどうかは、必要に応じて置くこととさ

れています（この点については、「分かりやすい法律・条例の書き方【改訂

版】」磯崎陽輔著・ぎょうせい１０４頁。なお、同書１０６頁では、「準用とは

類似の対象に対してある規定を類推して当てはめさせる法技術であるから、修

正して当てはめることが自明な箇所については読替規定を置く必要がな

く・・・」とされています。）。 

 

 給与条例第 18条第３項の読み替え規定は条文案のとおりですが、同条第２

項第 1号についても読み替える場合は、同号の 

「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に 100 分の 1006を乗じて得た額の総額」の緑色部分を 

「当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の基礎額」にすることが考え

られます（パートタイム会計年度任用職員は扶養手当が支給されませんので、

上記の黄色マーカー部分のとおり、単に勤勉手当の基礎額と読み替えることな

ります。）。 

 

また、給与条例第 18条第３項「それぞれの基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額 7」の部分につい

ては、以下のような読み替えが考えられます。 

【月額報酬の場合】 

（例） それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日）現在においてパートタイム会計年度任用職員が受

けるべき報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町

（村）長が規則で定める額を除く）の月額 

【日額又は時間額報酬の場合。前頁の条文例参照】 

（例） それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員とし

ての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考

慮して町（村）長が規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額 

※本資料中の「報酬」には、地域手当相当分も含まれると考えます。 

  

                                                      
6 自治体により率は異なります。 
7 勤勉手当の基礎額には扶養手当は含まれません。 
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なお、給与条例第 18条第２項第１号及び同条第３項の両方の規定を読み替え

た場合の条文案については、以下のようになります。 

 

●パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当・条文案（給与条例第１８条第２項第 

１号及び第３項に読み替え規定を置く場合） 

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当) 

第２４条の２ 

給与条例第１８条 8の規定は、任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町(村)長が規則で定

めるものを除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合におい

て、同条第２項第１号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその

基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「当該パートタイム会計年

度任用職員の勤勉手当の基礎額」と、第３項中 9「それぞれその基準日現在にお

いて職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」

とあるのは、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての

在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町

（村）長が規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとす

る。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当

の支給について準用する。  

 

★【参考】条例のイメージ（パートタイム会計年度任用職員の期末手当）  

第 24条 給与条例第 17条から第 17条の３までの規定は、任期の定めが６月以

上のパートタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少な

い者として町(村)長が規則で定めるものを除く。以下この条 10において同

じ。）について準用する。この場合において、給与条例第 17条第４項中「そ

れぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

                                                      
8 給与条例の引用は各自治体の勤勉手当の規定の定め方によりますが、イメージでは、準
用元となる給与条例の規定が期末手当の条例を準用しているため、このような規定になっ
ています。 
9 18 条２項１号についても読み替えることも考えられます。 
10 ２４条の２でも使用するため、以下この条及び次条において同じ、とすることも考えら
れます。 
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は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月

額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれそ

の基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間にお

ける報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町 (村)長が規則

で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。  

２ 任期の定めが６月に満たないパートタイム会計年度任用職員の１会計年度

内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が６月以上に至った

ときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前

項に規定する任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度任用職員とみな

す。  

３ ６月に期末手当を支給する場合において、 前会計年度の末日まで会計年度 

任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員とし

て任用された者の任期の定め（６月未満のものに限る。）と前会計年度におけ

る任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの

合計が６月以上に至ったときは、第１項の任期の定めが６月以上のパートタ

イム会計年度任用職員とみなす。 

 

第５ その他 

一部改正条例における施行日については、「この条例は、令和６年４月１日か

ら施行する。」等とします。 

なお、期末手当の基礎額、期別支給割合及び在職期間別割合の取扱い、勤勉手

当の基礎額、期間率及び成績率の取扱い等具体的な支給方法については、常勤職

員の取扱いとの権衡等を踏まえて定める必要があり、勤勉手当の支給に当たっ

ては、人事評価の結果を適切に成績率に反映する必要があることとされていま

す（改正されたマニュアルのⅡ各論３(1)イ・フルタイム会計年度任用職員

(ⅱ)○期末手当・勤勉手当の箇所（３頁））。 

 人事評価については、改正されたマニュアルの質疑において以下のように記

載されています。 

●会計年度任用職員に勤勉手当を支給する際には、常勤の職員と同様、直近の人

事評価結果を適切に反映するため、評価期間を２回に設定し、その結果を年２回

の勤勉手当の成績率に反映する必要がある（問１２－３・回答参照）。 

●勤勉手当の支給については、令和６年度から可能となるが、「勤務期間」につ

いては、令和５年度から通算する取扱いとすることが適当と考えられる（問１４

－４・回答参照）。 

●人事評価の結果を活用せずに勤勉手当を支給している状態は、地方公務員法

の趣旨に反するものであると考えられる（問１４－９・回答参照）。 
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◆【参考】条例のイメージにおいて準用している給与条例・全国町村会「○〇町

（村）職員の給与に関する条例」ｐ10 第 18 条（勤勉手当）の（略）に相当する規定 

（標準的に考えられる規定として掲載しています。） 

 

(勤勉手当) 

第 18条 勤勉手当は、６月１日及び 12月１日(以下この項から第 3項までに

おいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、

当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前 6箇月

以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に

規則で定める日に支給する。これらの基準日前 1箇月以内に退職し、又は死

亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に 100 分の 10011を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に 100 分の 47.5 を乗じて得た額の総額 

 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受ける

べき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

 

４ 第 17第５項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この

場合において、同条第５項中「前項」とあるのは「第 18第３項」と読み替え

るものとする。 

 

５ 前２条の規定は、第 1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第 17条の２中「前条第 1項」とあるのは「第 18条第 1

項」と、同条第 1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第 18条第 1項に

                                                      
11 自治体により率は異なります。 
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規定する基準日をいう。以下この条及び次条第３項第３号において同じ。)か

ら」と、「支給日」とあるのは「支給日(第 18条第 1項に規定する規則で定め

る日をいう。以下この条及び次条第 1項において同じ。)」と読み替えるもの

とする。 
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参考：地方自治法 

●改正前の地方自治法第２０３条の２ 

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の

監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構

成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会

人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時

間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除

く。）に対し、報酬を支給しなければならない。 

② 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただ

し、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 

③ 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 

④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条

の二第一項第一号に掲げる職員 12に対し、期末手当を支給することができる。 

⑤ 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。 

●改正後の地方自治法第２０３条の２ 

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の

監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構

成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会

人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時

間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除

く。）に対し、報酬を支給しなければならない。 

② 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただ

し、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 

③ 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 

④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条

の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給するこ

とができる。 

⑤ 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例

でこれを定めなければならない。 

 

                                                      
12 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職（第二十二条の四第一項に規定する
短時間勤務の職を除く。）（次号において「会計年度任用の職」という。）を占める職員で
あつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間
当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの 




